
受付番号 受付日

1 R5.6.28

2 R5.6.28

山梨のものづくり魅力発見事業業務委託　質問受付及び回答一覧

二次使用の目的、手段を含め、参加小中学生個人、学校の承諾を
得られた場合のみ、二次使用が可能と考えます。

【仕様書 ４頁目 ５.業務の内容（３）‐⑥】
「参加する小中学生個人が特定されないよう配慮するものと
し、」とあるが、参加小中学生個人および学校に写真の撮影と使
用の承諾を得た上で、二次使用をすることは可能か。

質　問　内　容 回　　答

貴県からの業務委託料の他に、見学先企業などから協賛金を別途
募ることは可能ですか。事業規模を拡大させ企画内容を充実させ
ることが目的です。

より効果的な内容にするための提案内容については、協賛金も含
め、特に規制は設けておりません。
ただし、事業内容及び経費については、県委託分と区分できるよ
うにしておいて下さい。


